
市内事業者優先発注に伴う臨時的措置の延長について

原油価格等に伴う市内事業者支援の一環として実施している臨時的措置の期限を延

長する。

・延長前の期限 令和５年３月末

・延長後の期限 令和５年９月末

【参考】市内事業者発注に伴う臨時的措置

１ 目 的

原油価格、物価高騰等に伴う市内事業者支援

２ 内 容

①狛江市小額契約希望業者登録制度実施要綱に規定する対象契約の拡大

・消耗品の購入範囲

１件の支出予定額 30 万円未満（10 万円未満から拡大）

②狛江市契約事務規則に規定する「課において行う契約」（主管課契約）の対象範囲の拡大

・報償品、消耗品、印刷製本、医薬材料、飼料、原材料の購入範囲

１件の支出予定額 30 万円未満（10 万円未満から拡大）

３ 臨時的措置の期間 令和５年３月末

令和５年３月 28 日
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